
 
 

 

一 

民
事
執
行
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案 

 

民
事
執
行
法
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
五
十
五
条
第
一
項
中
「
債
務
者
が
、
」
を
「
債
務
者
又
は
不
動
産
の
占
有
者
が
」
に
改
め
、
「
を
す
る
と
き
、
」
を
削 

り
、
「
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
」
の
下
に
「
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
価
格
減
少
行
為
等
」
と
い
う
。
）
」
を
加 

え
、
「
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
」
を
削
り
、
「
債
務
者
に
」
を
「
そ
の
行
為
を
す
る
者
に
」
に
、
「
こ
れ
ら
の
行
為
」
を
「
価

格
減
少
行
為
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
債
務
者
が
」
を
「
不
動
産
を
占
有
す
る
債
務
者
又
は
不
動
産
の
占
有
者
で
そ
の

占
有
の
権
原
を
差
押
債
権
者
、
仮
差
押
債
権
者
若
し
く
は
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
消
滅
す
る
権
利
を
有
す
る
者
に

対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
、
」
に
改
め
、
「
違
反
し
た
」
の
下
に
「
と
き
、
又
は
価
格
減
少
行
為
等
を
す
る
場
合
に

お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ
つ
て
は
不
動
産
の
価
格
の
著
し
い
減
少
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
べ
き

特
別
の
事
情
が
あ
る
」
を
加
え
、
「
同
項
の
命
令
を
申
し
立
て
た
者
」
を
「
差
押
債
権
者
（
配
当
要
求
の
終
期
後
に
強
制
競
売

又
は
競
売
の
申
立
て
を
し
た
差
押
債
権
者
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
、
「
債
務
者
に
」
を
「
そ
の
命
令
に
違
反 

し
た
者
又
は
そ
の
行
為
を
す
る
者
に
」
に
改
め
、
同
条
中
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
六
項
を
第
七

項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
前
三
項
」
を



 

 
 

 

二 

「
第
一
項
、
第
二
項
又
は
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
第
一
項
又
は
第
二

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

執
行
裁
判
所
は
、
債
務
者
以
外
の
占
有
者
に
対
し
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と 

 

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
者
を
審
尋
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
十
六
条
第
二
項
中
「
前
条
第
八
項
」
を
「
前
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。 

第
七
十
七
条
第
一
項
中
「
債
務
者
が
」
を
「
債
務
者
又
は
不
動
産
の
占
有
者
で
そ
の
占
有
の
権
原
を
差
押
債
権
者
、
仮
差
押

債
権
者
若
し
く
は
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
消
滅
す
る
権
利
を
有
す
る
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
」

に
、
「
債
務
者
に
」
を
「
そ
の
行
為
を
し
、
又
は
そ
の
行
為
を
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
者
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び

第
五
項
か
ら
第
七
項
」
を
「
、
第
四
項
及
び
第
六
項
か
ら
第
八
項
」
に
、
「
同
条
第
四
項
」
を
「
同
条
第
五
項
」
に
、
「
第
五

十
五
条
第
三
項
の
」
を
「
第
五
十
五
条
第
四
項
の
」
に
改
め
る
。 

第
八
十
三
条
第
一
項
中
「
事
件
の
記
録
上
差
押
え
の
効
力
発
生
前
か
ら
権
原
に
よ
り
占
有
し
て
い
る
者
で
な
い
と
認
め
ら
れ

る
」
及
び
「
差
押
え
の
効
力
発
生
後
に
占
有
し
た
者
で
」
を
削
り
、
「
も
の
に
」
を
「
者
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
た

だ
し
、
」
の
下
に
「
事
件
の
記
録
上
そ
の
者
が
買
受
人
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
権
原
に
よ
り
占
有
し
て
い
る
も
の
で
な
い



 
 

 

三 

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
、
又
は
」
を
加
え
る
。 

第
百
十
五
条
第
七
項
中
「
第
五
十
五
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
」
を
「
第
五
十
五
条
第
七
項
か
ら
第
九
項
」
に
改
め
る
。 

第
百
二
十
一
条
中
「
第
六
項
及
び
第
七
項
」
を
「
第
七
項
及
び
第
八
項
」
に
改
め
る
。 

第
百
二
十
七
条
第
四
項
中
「
第
五
十
五
条
第
六
項
か
ら
第
八
項
」
を
「
第
五
十
五
条
第
七
項
か
ら
第
九
項
」
に
改
め
る
。 

第
百
八
十
二
条
中
「
そ
の
権
利
者
」
の
下
に
「
。
以
下
同
じ
。
」
を
加
え
る
。 

第
百
八
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

（
不
動
産
競
売
の
開
始
決
定
前
の
保
全
処
分
） 

第
百
八
十
七
条
の
二 

不
動
産
競
売
の
開
始
決
定
が
さ
れ
る
前
に
、
債
務
者
又
は
担
保
権
の
目
的
で
あ
る
不
動
産
の
所
有
者
若 

 

し
く
は
占
有
者
が
不
動
産
の
価
格
を
著
し
く
減
少
す
る
行
為
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
行
為
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お 

 

い
て
「
価
格
減
少
行
為
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
執
行
裁
判
所
は
、
そ
の
不 

 

動
産
に
つ
き
担
保
権
を
実
行
し
よ
う
と
す
る
者
（
次
項
に
お
い
て
「
担
保
権
実
行
者
」
と
い
う
。
）
の
申
立
て
に
よ
り
、
担 

 

保
を
立
て
さ
せ
、
又
は
立
て
さ
せ
な
い
で
、
そ
の
行
為
を
す
る
者
に
対
し
、
そ
の
不
動
産
に
つ
い
て
の
民
事
執
行
の
売
却
の 

 

手
続
に
お
い
て
買
受
人
が
代
金
を
納
付
す
る
ま
で
の
間
、
価
格
減
少
行
為
等
を
禁
止
し
、
又
は
一
定
の
行
為
を
命
ず
る
こ
と 



 

 
 

 

四 

 
が
で
き
る
。 

２ 
不
動
産
競
売
の
開
始
決
定
が
さ
れ
る
前
に
、
担
保
権
の
目
的
で
あ
る
不
動
産
を
占
有
す
る
債
務
者
若
し
く
は
所
有
者
又
は 

 

そ
の
不
動
産
の
占
有
者
で
そ
の
占
有
の
権
原
を
担
保
権
実
行
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
、
前
項
の
規
定
に
よ 

 

る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
、
又
は
価
格
減
少
行
為
等
を
す
る
場
合
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
よ
つ
て
は
不
動
産 

 

の
価
格
の
著
し
い
減
少
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
る
べ
き
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
き
は
、
執
行
裁
判
所
は
、
担 

 

保
権
実
行
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
担
保
を
立
て
さ
せ
て
、
そ
の
命
令
に
違
反
し
た
者
又
は
そ
の
行
為
を
す
る
者
に
対
し
、
そ 

 

の
不
動
産
に
つ
い
て
の
民
事
執
行
の
売
却
の
手
続
に
お
い
て
買
受
人
が
代
金
を
納
付
す
る
ま
で
の
間
、
不
動
産
に
対
す
る
占 

 

有
を
解
い
て
執
行
官
に
保
管
さ
せ
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。 

３ 

前
二
項
の
申
立
て
を
す
る
に
は
、
第
百
八
十
一
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
に
規
定
す
る
文
書
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら 

 

な
い
。 

４ 

申
立
人
が
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
の
告
知
を
受
け
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
、
当
該
担
保
権
の
実
行
と 

 

し
て
の
不
動
産
競
売
の
申
立
て
を
し
た
こ
と
を
証
す
る
文
書
を
提
出
し
な
い
と
き
は
、
執
行
裁
判
所
は
、
相
手
方
又
は
当
該 

 

担
保
権
の
目
的
で
あ
る
不
動
産
の
所
有
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
そ
の
決
定
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
 

 

五 

５ 

第
五
十
五
条
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
の
規
定
は
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
つ
い
て
、
同
条
第
五 

 

項
の
規
定
は
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立
て
又
は
こ
の
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
五
条
第
四
項
の
申
立
て
に
つ
い 

 

て
の
裁
判
に
つ
い
て
、
同
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
つ
い
て
、
同
条
第
九
項
の
規
定 

 

は
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
申
立
て
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
の
執
行
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の 

 

場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
三
項
中
「
債
務
者
以
外
の
占
有
者
」
と
あ
る
の
は
、
「
債
務
者
及
び
当
該
担
保
権
の
目
的
で
あ
る 

 

不
動
産
の
所
有
者
以
外
の
占
有
者
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
申
し
立
て
ら
れ
た
民
事
執
行
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
執
行
官
法
の
一
部
改
正
） 

３ 

執
行
官
法
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 



 

 
 

 

六 

第
八
条
第
一
項
第
十
七
号
中
「
又
は
第
七
十
七
条
第
一
項
」
を
「
、
第
七
十
七
条
第
一
項
又
は
第
百
八
十
七
条
の
二
第
二

項
」
に
改
め
る
。 

（
民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
） 

４ 

民
事
訴
訟
費
用
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
の
一
七
の
項
ロ
中
「
同
条
第
三
項
」
を
「
同
条
第
四
項
」
に
、
「
又
は
同
法
第
百
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
る
」
を
「
、
同
法
第
百
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
立
て
又
は
同
法
第
百
八
十
七
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
不
動
産
競
売
の
開
始
決
定
前
の
保
全
処
分
若
し
く
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
取
消
し
の
」
に
改

め
る
。 

（
検
討
） 

５ 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
民
事
執
行
法
第
五
十
五
条
、
第
七
十 

 

七
条
、
第
八
十
三
条
及
び
第
百
八
十
七
条
の
二
の
規
定
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ 

 

ら
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 



 
 

 

七 

 
 
 
 
 

理 

由 

 

不
動
産
に
つ
い
て
の
競
売
の
手
続
に
お
い
て
、
占
有
者
等
の
不
当
な
妨
害
行
為
に
よ
り
、
競
売
の
手
続
の
円
滑
な
遂
行
に
支

障
が
生
じ
て
い
る
現
状
に
か
ん
が
み
、
不
当
な
妨
害
行
為
を
適
切
に
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
、
も
っ
て
競
売
の
手

続
の
よ
り
適
正
か
つ
迅
速
な
遂
行
を
図
る
た
め
、
売
却
の
た
め
の
保
全
処
分
、
最
高
価
買
受
申
出
人
又
は
買
受
人
の
た
め
の
保

全
処
分
及
び
引
渡
命
令
の
相
手
方
の
範
囲
を
拡
大
す
る
と
と
も
に
、
債
務
者
以
外
の
占
有
者
に
対
し
保
全
処
分
を
命
ず
る
場
合

に
お
い
て
権
利
主
張
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
審
尋
の
規
定
を
置
く
等
保
全
処
分
の
手
続
を
整
備
す
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、

担
保
権
の
実
行
と
し
て
の
競
売
の
開
始
決
定
前
の
保
全
処
分
の
制
度
を
新
た
に
設
け
る
等
の
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法

律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


